
HP公表用

要望書について（回答）

■ 提出者：関金地区自治公民館協議会

■ 受付日：令和４年７月 １日

■ 回答日：令和４年８月23日

１．泰久寺自治公民館

①大久寺近くの、せせ仕出し屋さん付近の側溝の改修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

今年度、側溝の流入口を大きくする改修を実施します。

②大山池キャンプ場のマナー啓発看板の設置について

【回答：関金支所 Tel 45-2111】

大山池野営（キャンプ）場については、看板を７か所に設置しマナーの啓発を図っているところで

す。大きな看板を設置してほしいとのご要望ですが、過去には強風で看板が飛んでしまった経過もあ

りますので、字を大きくし文言を工夫するなど、現在設置している看板を活かしながら、引き続きマ

ナーの啓発を図りたいと考えています。

③金毘羅宮から鉄道跡地までの簡易舗装の修復工事について

【回答：管理計画課 Tel 22-8174】

舗装修繕について、鳥取県中部総合事務所県土整備局に要望します。

④除雪地図３次路線から２次路線への変更及び避難経路の除雪について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

当該箇所は３次路線として積雪が30㎝になると予想される時には、除雪を行いますのでご理解をお

願いします。

なお、積雪が20㎝以上ある場合には、地域除雪作業報奨金制度の対象となりますのでご活用くださ

い。

また、住家が立地している区間を除雪路線としておりますので、ご要望の避難経路については除雪

路線とすることは困難です。

⑤大山池堤防のゴズボの除草について

【回答：地域整備課 Tel 27-0516】

堤防上の市道郷原線及び堤防法面の草刈りを市（関金支所）が春から夏（４～７月）にかけて毎月

１回及び必要に応じて行っていますが、今後も同様の対応とさせていただきます。

また、大山池管理者の天神野土地改良区が秋（10月）に１回草刈りを行っていますが、天神野土地

改良区からは「これまでどおり草刈りで対応する。」と回答がありました。

通行等に支障がありましたら、関金支所あるいは天神野土地改良区までお問い合わせください。

２．松河原自治公民館

①②（本村）道路の陥没補修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

陥没箇所については今年度、補修を実施しました。

なお、部分的なアスファルトの剥がれで、地元で対応していただける場合は、各地区コミュニティ

センターに配置しておりますアスファルト補修材での補修をご検討ください。

③（本村）山側農業用水路のがけ崩れの改修について

【回答：地域整備課 Tel 27-0516】

水路の管理者である関金土地改良区に問い合わせたところ、「がけ崩れの対策までは考えていない」

と回答がありました。
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④（上部）道水路の改修工事について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

陥没箇所については今年度、補修を実施しました。

⑤（上部）山根２号線沿にある角坂地区急傾斜地崩壊危険区域看板について

【回答：地域整備課 Tel 27-0516】

看板の設置者である鳥取県に問い合わせたところ、「看板に記載されている内容に変更ありません。」

と回答がありました。

⑥（上部）ひのき線カーブミラーの修理について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

今年度、修理を行います。

⑦（上部）生活道路の陥没改修工事について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

今年度の用水期が終わった秋以降に改修工事を計画しています。

なお、他地区との緊急性や予算状況により年次的に実施することとなる場合がありますので、ご理

解をお願いします。

⑧（開田）開田集会所前一般道の速度制限について

【回答：防災安全課 Tel 22-8162】

速度制限の変更については、鳥取県公安委員会が決定することになるため、鳥取県公安委員会の窓

口となる倉吉警察署へ速度制限の変更を要望します。変更の可否につきましては、回答があり次第、

松河原自治公民館宛てに通知します。

⑨（開田）松河原公民館隣接地(井手地区)のトイレの新設について

【回答：地域づくり支援課 Tel 22-8159】

トイレの新設につきましては、自治公民館等の所有、又は管理する施設の新設、増改築等に要した

経費の16％を補助する自治公民館施設整備費補助金を活用することができます。多くの自治公民館が

活用されておりますので、この制度を活用いただき整備していただきますようお願いします。なお、

活用される際には事業計画に関する相談等の対応も行なっておりますので必要の際はご連絡ください。

⑩（山新～開田途中）農業用水路脇道路の補修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

今年度、補修を行います。

⑪（山新）山根１号線雑木の伐採について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

通行に著しい支障が生じるなど早急に対応しなければならない箇所については、所有者の承諾を得

て市が伐採等の対応を行う場合もありますが、民地から道路に出ている枝葉については、所有者によ

り管理をしていただく事が基本になっています。現地を確認したところ、民地の樹木と思われますの

で、伐採については所有者（または地元自治公民館）による対応をお願いします。

⑫（井出）空き家の撤去について

【回答：建築住宅課 Tel 22-8175】

県道沿いの空き家については、所有者等へ行政指導や交渉を行っているところですが改善されてい

ない状態となっているため、継続して所有者等へ行政指導や交渉等を行い、解決に向けて取組みを進

めるようにしますのでご理解とご協力をお願いします。

⑬（井出）民家裏用水路及び用水路周辺崩壊部分の改修について

【回答：地域整備課 Tel 27-0516】

水路の管理者である関金土地改良区に問い合わせたところ、「令和４年度に改修予定」と回答があり

ました。
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⑭（井出）道路段差の補修について

【回答：地域整備課 Tel 27-0516】

要望のあった道路は、市管理の関金ふるさと農道になります。本年度に段差解消の修繕を行います。

⑮（井出）県道わき水路の改修について

【回答：地域整備課 Tel 27-0516】

水路の管理者である関金土地改良区に問い合わせたところ、「令和４年４月に水路隣接者と立会にて

補修工事を行いました。その他に何かありましたら土地改良区に協議していただきたい」と回答があ

りました。

３．大鳥居自治公民館

①（開田）市道グレーチング跳ね上がりの修繕について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

今年度、補修を行います。

②（新田）進木丈実宅横市道の陥没補修について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

現場を確認したところ、緊急性がある陥没とは思われませんので当面経過観察とさせていただきます。

なお、路面沈下や亀裂の著しい進行が見られる場合は情報提供をお願いします。

４．本町自治公民館

①つつじ会館の耐震工事の実施又はつつじ会館に代わる施設の紹介について

【回答：関金支所 Tel 45-2111】

つつじ会館については、建築後40年余り経過しており、耐震工事を含めた改修費用を試算しました

が、多額の費用が見込まれることから施設の改修は困難であると考えています。また、代替施設につ

いては、旧関金町商工会館をご活用いただくことも可能であると考えますので、ご検討いただきます

ようお願いします。

【回答：地域づくり支援課 Tel 22-8159】

自治公民館を新築される場合は、「コミュニティ助成事業」や「自治公民館施設整備費補助金」など

の制度もあります。活用を検討される際は地域づくり支援課までご相談ください。

②交差点の減速処置について

【回答：防災安全課 Tel 22-8162】

交通規制については、鳥取県公安委員会が決定することになるため、鳥取県公安委員会の窓口とな

る倉吉警察署へ交通規制の変更を要望します。変更の可否につきましては、回答があり次第、本町自

治公民館宛てに通知します。

③銀杏の木の伐採について

【回答：関金支所 Tel 45-2111】

銀杏の木が電柱（電線）の近くにあることから、中国電力ネットワーク株式会社とも相談しながら、

伐採に向け対応したいと考えています。

５．金谷自治公民館

①（金谷地区ゴミ集積場からＡコープせきがね店まで）一部道路の陥没修繕工事について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

現地を調査し、緊急性があると判断される箇所については修繕等を実施します。

なお、全区間の改修については早期の事業着手は困難と考えておりますが、他地区との優先度や予

算状況により実施時期を検討します。



HP公表用

②水路横陥没改修工事及び自動販売機前の陥没改修工事について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

今年度、補修を行います。

③佐野山の佐野道と旧関金小学校跡地から横路への経路の道路清掃の実施について

【回答：建設課 Tel 22-8169】

路面清掃車による定期的な路面清掃は市街地の幹線道路において実施しておりますが、当該路線に

ついては定期的な路面清掃の実施は困難です。

なお、路面への堆積状況により著しく通行の支障となる場合には、路面清掃の実施を検討します。


